
災害時に有効な外国人支援に向けた一考察
― 各都市の施策とツールの整理を中心に ―

中村　由美　NAKAMURA Yumi
( 公財 ) 福岡アジア都市研究所　研究主査

■要旨：国内では、自然災害が頻発しており、災害に対する備えがますます必要になってきてい
る。こうした災害への「備え」に関し、（公財）福岡アジア都市研究所（URC）の今年度の総合
研究では、災害時の外国人支援の在り方に着目している。近年、国内の傾向と同様に、福岡市の在
住外国人及び外国人来訪者が増加している。災害時に外国人は要配慮者や避難行動要支援者と位置
付けられており、災害そのものへの不慣れや、情報収集等に困難を抱くという傾向が見られる。本
稿は、総合研究に関する検討材料として、各都市の計画・協定や情報提供・収集ツールを整理し
た。各都市の計画・協定の共通するポイントには、多言語による情報提供、連携、災害時の多言語
による支援センターの設置がある。また、各種ツールは、「目で見て得る情報（文字・映像）」、
「音情報」、これらを支える「システム」に分類でき、これらの特徴に基づいた活用方法が求めら
れる。

■キーワード：災害時の外国人支援、情報の多言語化、連携構築、情報提供ツール

１．はじめに
　国内では、自然災害が頻発している。震度 6 弱以
上の地震では、例えば 1995 年の阪神・淡路大震災、
2005 年の福岡県西方沖を中心とする地震、2011 年
3 月の東日本大震災、2016 年 4 月の熊本地震、2018
年 6 月の大阪北部地震、同年 9 月の北海道胆振東部
地震等が挙げられるが、震災による深刻な人的被害
や経済的被害がもたらされた。気候変動の影響と
考えられる豪雨被害も発生しており、2017 年 7 月
の九州北部豪雨、2018 年 6 月から 7 月の平成 30 年
7 月豪雨では、全国的に豪雨被害が生じ、2019 年 8
月の九州北部大雨でも九州地方は深刻な被害を受け
た。
　こうした自然災害が我々の社会に大きな影響を及
ぼしていることを背景に、国内の災害関連の規制等
は都度見直しが行われている。日本の災害対策関係
法律の一般法である「災害対策基本法」の改正を
受けて、2019 年 5 月には「防災基本計画」が修正
された 1）。また、2018 年 7 月の豪雨災害を受けて、
2019 年 3 月に「避難勧告等に関するガイドライン」

が改定され、5 段階で災害情報を提供し、早期の段
階で各自の避難を促す仕組みが作られた。このよう
に、国内の防災対策が着実に行われている 2）。
　政府の機関である地震調査研究推進本部の調査結
果によれば、福岡市でも、今後 30 年以内の警固断
層南東部を中心とする地震の発生率が 0.3％～ 6.0％
とされている 3）。つまり、福岡市においても、地震
が起こらないとは決して言えない状況にある。こう
した背景もあり、福岡市でも「防災」のための取り
組みが進められている。
　そこで URC の今年度の総合研究では、「災害に
つよいまちづくり」をテーマに、福岡らしい災害へ
の「備え」について検討を行っている。

２．本研究の位置づけ
　「防災」については、多岐にわたる分野で議論が
行われているが、災害時の「備え」を考える場合、
産業や人口構成、地形などの地域特性に沿って検討
することが重要である。例えば、沖縄では、県の主
要産業である観光を守るための計画として、「沖縄
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県観光危機管理基本計画」および「沖縄県観光危機
管理実行計画」がある。
　福岡市に目を向けると、市内への流入人口の増加
や、情報通信業の強化など人と経済の両面で変化が
見られる。とりわけ人に着目すると、国内の動向と
同様に、福岡市内でも在住外国人と外国人来訪者
が増加傾向にある。市内の在住外国人は、留学生
を中心に増え、2017 年には約 3.4 万人となった。ま
た、LCC 就航を背景にアジア地域からの来訪者も
増えており、2018 年には 309 万人が福岡を訪れた 4）。
外国人は、言語や生活習慣等が日本人とは異なるた
め、災害時には避難行動要援護者や要配慮者と位置
付けられている 5）。
　それでは、災害時に望ましい外国人への支援の在
り方とはどのようなものなのだろうか。本稿は、そ
の議論のための検討材料として、福岡市や他都市の
施策（計画・協定）および現行の情報提供・収集ツー
ルについて整理を行うことを目的とする。

３．福岡市の防災関連施策

　本節では、まず、福岡市の防災関連施策について、
計画や各マニュアル等を整理する（表１、表２参照）。
3.1．防災に関する施策
　福岡市の防災に関する計画は、「福岡市地域防災
計画」があり、震災対策編、水害対策編、原子力災
害対策編の 3 部が作成されている。地域防災計画は、
災害対策基本法に基づいて策定される。地域防災計
画には、発災時又は事前に実施すべき災害対策に係
る実施事項や関係各所の役割分担等が記載されてい
る。加えて、市は各種団体、事業者等との災害時相
互応援協力や災害時応援協定を締結している。
　また、国の都市再生安全確保計画に即して、2016
年に「天神・博多駅周辺地区都市再生安全確保計画」
が策定された。同計画は、大規模な地震が発生した
場合における滞在者等の安全の確保を図るための計
画とされている。
　さらに、「福岡市業務継続計画（震災対策編）」は、
大規模な地震発生時に、市役所の行政機能や行政活
動を維持継続するために、事前に必要な資源の再配
分や対応方針、手段を定めたものである。

表 1　福岡市の防災関連計画・施策一覧表

出所：福岡市ホームページ、各種計画・施策をもとに筆者作成
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　そのほかハード面の施策として、国や県の法律改
正を受けて、2008 年 10 月に「福岡市建築基準法施
工条例」の一部改正、2016 年 3 月に「福岡市耐震
改修促進計画」が修正された。以上のように、福岡
市では災害対策のための各種計画が策定されてい
る。
3.2．防災に関するマニュアル等
　防災に関する各種マニュアル等は、福岡市のホー
ムページ上でも PDF ファイルで提供されており、
防災や災害時の対応に関する情報を手軽に入手しや
すい。市民向けの冊子「防災の手引き」は、地震や
風水害への備えや、地域での防災対策、防災情報の
収集のための資料などがまとめられている。
　さらに、熊本地震や九州北部豪雨以降、市民への
防災意識の普及や啓発がより進められており、「女
性の視点を生かした防災ミニブック」（2017 年）、「マ
ンション防災・減災マニュアル」（2018 年）、「避難
生活ハンドブック～大規模災害を生き抜くために
～」（2018 年）が作成された。
　いずれも、備えや避難方法等の記載に加えて、東
日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨等の災害の体
験レポートが掲載されていることが特徴的である。
つまり、読み手に対して、これまでの災害で浮き彫
りになった様々な課題等を知り、より「自分事とし
て」防災を考えてもらうための構成となっている。
　「女性の視点を生かした防災ミニブック」は、女
性の災害体験談や、女性や子育て家庭等で必要な備

蓄品や備えに関する情報を提供している。これまで
の災害で、男女の違いに配慮した避難所運営の必要
性などの課題が浮き彫りになっている 6）。こうした
背景も踏まえて、女性に特化した「備え」について
も啓発が進められている。
　また、冒頭で、都市の特性を踏まえた「備え」の
必要性について述べたが、福岡市の地域特性の一つ
に、転出入者の多さが挙げられる。共同住宅の割合
も約 77.2％と高く、多くの市民にとって、災害時に
は自助とともにマンションの共助の取り組みが重要
となる 7）。「マンション防災・減災マニュアル」では、
災害時のマンション内での災害対策本部の立ち上げ
や住民の安否確認の方法等の対応がまとめられてい
る。
　「避難生活ハンドブック～大規模災害を生き抜く
ために～」では、誰もが避難生活に直面し得ること
を想定したうえで情報提供が行われている。
3.3．平常時からの防災に関する情報提供
　平常時から、市民へ災害に関する事前の備えを促
すために、「総合ハザードマップ」や、「揺れやすさ
マップ」等の個別のハザードマップが提供されてい
る。「総合ハザードマップ」は福岡市ホームページ
上でも公表されており、大雨、地震、台風などの情
報にチェックを入れることで、地図上に災害の想定
が示される。また、最寄りの避難所や避難経路を確
認することができる。
　「福岡市防災・危機管理情報サイト」では、雨量・

表２　福岡市の防災関連各マニュアル等一覧表

出所：各マニュアルなどをもとに筆者作成
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河川水位等のリアルタイム情報や、災害速報が提供
されている。そのほか、市内で防災に関する各種講
座やイベントが開催されている。

４．福岡市における災害時の外国人支援
　以上、福岡市の防災関連の施策等について整理を
行った。しかしながら、外国人という視点に立って
考えると、災害時に日本語で提供される情報そのも
のが理解できるのかどうかや、災害に対する知識の
有無や生活習慣の違い等から、日本人とは異なる対
応が必要となる。そこで、外国人への対応に着目し
ながら、福岡市の災害時の取り組みを見ていこう。
4.1．地域防災計画と協定における外国人支援
　まず、「福岡市地域防災計画」と関連する協定の

外国人支援について整理する（表３）。地域防災計
画では、外国人は要配慮者として位置づけられ、災
害時の各種対応策が記載されている。同計画にある
通り、在住外国人と訪日外国人観光客では異なる点
もあるものの、ここには外国人と言う点で共通する
支援について記載されている。それは、関係者との
連携と、「福岡市災害時情報支援センター」設置に
よる、情報の翻訳、外国人の相談への対応、避難所
への通訳者の派遣等の多言語対応である。外国人被
災者への情報提供とともに、災害時の不安を軽減す
るための支援について取り決められている。
4.2．情報提供・発信ツール（多言語・日本語）
　次に、情報提供・発信ツールを見ていく。現在、
福岡市や関連団体、福岡県が各ツールによって情報

表３　福岡市の計画・協定における外国人支援

出所：福岡市地域防災計画および協定、（公財）福岡よかトピア国際交流財団へのヒアリングをもとに筆者作成
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提供を行っている（表４）。各ホームページ、SNS、
Facebook 等のデジタルツールおよびラジオ、ハン
ドブックやリーフレット等のアナログな紙媒体の
ツールでは、自動翻訳を含めた多言語による災害情
報や避難所情報などが提供されている。
　福岡県が作成した「外国人のための防災ハンド
ブック」や「外国人旅行者のための防災リーフレッ
ト」では、各言語版が利用可能である。ハンドブッ
クは在住者用に配布されている。また、在住者に比
べると、観光客は特に、その後の旅程や次の移動先
に向かうための交通機関に関わる情報を必要とす
る。リーフレットでは、個人が求める、交通の運行
情報の入手先が提供されている。
　その一方で、防災アプリ「ツナガル +（プラス）」、
福岡市防災メール、福岡市 LINE 公式アカウントは
現在のところ日本語のみで提供されている。スマー
トフォンでの情報収集が主流だと考えられる中で、
今後、SNS においても、多言語での展開が望まれる。
次に、他都市の事例を見ていこう。

５．他都市の各計画・協定における外国人支援
　本節では、熊本市、札幌市、沖縄県、東京都を対
象に、各都市の資料と聞き取り調査の結果をもと

に、災害時の外国人支援について整理する。熊本市
は 2016 年に熊本地震、札幌市は 2018 年に北海道胆
振東部地震を経験し、その後の施策や取り組みが参
考になる。沖縄県は、国内で唯一観光に特化した観
光危機管理計画を有しており、来訪者の支援に関す
る体制や取り組みの先行事例である。東京都は国内
でも外国人の在住者が最も多く、東日本大震災に加
えて、熊本地震以降、特に外国人の支援策を強化し
ている都市である。以上の理由より、４つの都市を
取り上げる。
5.1．各計画・協定のポイント
　「地域防災計画」の外国人支援に関わる個所およ
び関連する計画・協定の整理を行ったうえで、それ
ぞれのポイントをまとめたものが表５である。以下、
各都市の計画や協定について見ていく。

（1）熊本市
　熊本市では、熊本地震の後に「熊本市地域防災計
画」が改正された。同計画には、関係各所との連携
や、外国人避難対応施設の開設、多言語支援センター
の設置等が記載されている。熊本地震の際に、熊本
市国際交流振興事業団が、外国人避難所運営を行っ
たが、これを踏まえて震災後の計画には、運営者と
しての名が明記されるなど、外国人に対する対策や

表４　福岡市の災害時の外国人支援に関する情報提供ツール

出所 ：福岡市および関連団体のホームページ等をもとに筆者作成
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役割が詳細に記載されるようになった 8）。
（２）札幌市
　札幌市の計画には、国際交流プラザ、関係機関・
団体、外国公館との連携が明記されている。札幌市
への聞き取り調査によれば、イベント等でも連絡を
取り合うなど、市は外国公館や大学と日頃から交流
を持つような関係にある 9）。また、多言語による情
報提供も行われている。
　札幌市では震災の際に、観光客の一時避難施設が
不足した。その経験を踏まえて、「災害時における

旅行者の受入れ等に関する協定」が締結され、災害
時に、宿泊施設の協力を得て観光客の滞在や一時避
難に対応するための取り決めがなされた。

（３）沖縄県
　沖縄県は、観光が主要産業であることも背景に、

「地域防災計画」に加えて、国内で唯一の観光危機
管理 10）に特化した 2 つの計画「沖縄県観光危機管
理基本計画」と「沖縄県観光危機管理実行計画」、
観光危機発生時に沖縄観光コンベンションビュー
ロー（OCVB）が迅速に対応できるよう定めた「観

表５　他都市における各計画や協定における災害時の外国人支援

出所 ：各ホームページ、 聞き取り結果をもとに筆者作成
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光危機管理に関する協定」という一連の取り決めが
あり、観光危機に対する関係者間の連携が構築され
ている。
　これに加えて、沖縄国際交流・人材育成財団と県
の間で「災害時における外国人支援に関する協定」
が締結されており、災害時多言語支援センターの開
設と、外国人への多言語対応、災害時外国人支援サ
ポーター等を活用し、後述するシステム「オンライ
ン避難者登録フォーム」を用いた、外国人被災者の
情報収集に関する取り決めがなされている。

（４）東京都
　東京都の計画には、次節で詳しく述べる各種ツー
ルによる情報提供、関係各所との連携、外国人災害
時情報センター設置、東京都防災（語学）ボランティ
アの派遣について記載されている。
　東京都への聞き取り調査によれば、外国人向けの
避難訓練も開催されている。また、毎年、外務省が「在
留外国人の災害時安否に関する在京外交団への説明
会」を主催しており、これに在京大使館、関係省庁、
東京都などの自治体が参加し、外国人支援のための
各取り組みに関する状況共有も行われている。
5.2．各都市の計画や協定に関する考察
　各都市の計画や協定を見ていくと、札幌市や熊本
市では、外国人被災者の一時避難施設に関する取り
決めがあり、震災時に直面した課題を踏まえてその
後の対策が取られていることがわかる。それ以外の
ポイントとして、どの都市にも共通するのが、多言
語による情報提供、連携、災害時の多言語による支
援センターの設置であることがわかった。
　まず多言語による情報提供は、多くの自治体で、
日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語
の 4 言語で実施されており、自治体によっては 4 言
語以上や、やさしい日本語での情報提供も実施され
ている。在住外国人、外国人来訪者ともに母国語で
の情報が収集できない場合には、災害発生後にどの
ような行動をとるべきかがわからずに、大きな不安
と混乱に陥る可能性が高い。そのため、多言語での
情報提供は、外国人にとって大きな手助けとなる。
　次に、連携について、各都市が市町村、関係団体、
事業者、大使館、大学等との連携を構築している。

例えば、札幌市では大使館や大学との日常的な交流
や、沖縄では観光危機管理を通じた関係団体や事業
者等との連携が見られる。平常時から顔が見える関
係を構築しておくことで、災害時に、様々な問題へ
の迅速な対応や、関係者からの確実な情報の入手が
スムーズに行えるであろう。
　3 つ目に、災害時の多言語による支援センターの
設置は、外国人被災者に対して、ボランティアやス
タッフ等が情報の翻訳や、通訳、相談などを受ける
という、人が直性関わる仕組みである。これにより、
外国人へ、情報提供にとどまらない安心感を与える
ことができる 11）。沖縄や東京では災害時のボラン
ティア制度も設けられている。次節で詳しく取り上
げる技術面の進歩による情報提供に加えて、人にし
かできない役割があることも、災害時の外国人支援
を考える上では重要である。

6．各都市の情報収集・発信ツール
　以上の施策面に加えて、各都市や政府では、情報
収集や発信のための各種ツールの整備とそれらの多
言語化が進められている（表６）。
　しかしながら、多様なツールがより効果的に災害
時の外国人の支援ツールとして活用されるために
は、情報の受け手側である外国人が、どのような形
の情報であれば理解しやすいか、また、どのような
内容や種類の情報を必要とするのか等を考慮する必
要がある。そこで、情報発信の方法に基づき、「目
で見て得る情報（文字・映像）」、「音情報」、これら
を支える「システム」に分類する。

（１）目で見て得る情報（文字・映像）
　情報提供・収集ツールを通じて得られる情報の多
くは、目で見て得られるものであり、特に文字情報
が多い傾向が見られる。ツールには、デジタルとア
ナログの 2 つがある。
①デジタルツール
　主なデジタルツールに、ホームページ、デジタル
サイネージ、アプリがある。
　各自治体や各団体がホームページを運営してお
り、災害が起こった際には、ホームページ上に災害
に関する気象情報や避難所情報、施設の閉館等の情
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表６　各自治体の情報収集・提供ツール

出所：各ホームページ、聞き取り結果をもとに筆者作成
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報を掲載する方法がとられている。
　沖縄県の事例では、県民向け防災サイトの多言語
化とともに、観光客が目にする機会の多い VISIT 
OKINAWA JAPAN やおきなわ物語という観光プ
ロモーションサイトを災害時に切り替えることで、
観光客が災害情報に辿り着きやすい方法がとられて
いる。
　こうした目にしやすい媒体での情報提供について
は、東京都におけるデジタルサイネージの活用事例
がある。デジタルサイネージは、都内の主要な駅や
公園など、街中 25 か所に設置されている。通常は
地図や観光情報が提供されているが、災害時には安
全確保、一斉帰宅抑制、安全な避難の支援、帰宅支
援のための情報が提供され、文字や画や映像によっ
て情報を入手することが可能である。
　アプリには、観光庁の訪日外国人向け災害情報通
知アプリ Safety tips や、東京都の東京防災アプリ
がある。Safety tips は 11 言語に対応しており、気
象特別警報等、大使館、交通機関、医療機関、音声
翻訳アプリ「VoiceTra」（NICT）等へのリンク集、
避難フローチャート、周囲の人とのコミュニケー
ションカード等の支援ツールがある。東京都防災ア
プリは、平常時と災害時のモードがあり、日本語・
中国語・英語で災害時には防災施設、災害時帰宅支
援ステーション、災害情報が入手できる。
②アナログツール（文字・画）
　来訪者向けのアナログツール（紙媒体のツール）
は、携帯しやすいカードサイズのものであり、文字
や画で情報が提供されている。
　観光庁の “Safety Information Card” は、訪日旅
行者が非常時の情報収集に役立つサイト等を英語、
中国語（簡・繁）、韓国語で提供している。具体的
には、日本政府観光局（JNTO）の 24 時間対応コー
ルセンター、NHK の英語ニュースサイトの QR コー
ド、JNTO のツイッターアカウント、Safety tips や
医療機関リストへのリンクであり、個人での情報へ
のアクセスを支援するツールとなっている。東京都
の「緊急時に役立つヘルプカード」は、各言語が併
記された 5 種類のカードがあり、災害・急病・怪我
等の緊急時の対応や情報の入手方法、日本人に支援

を求める際の会話集が掲載されている。
　また、各自治体が在住外国人向けのリーフレット
を作成し、転入時に配布している。例えば、東京都
の「防災リーフレット」には、地震発生時の対応、
揺れが治まった時の対応、緊急連絡先や多言語で情
報提供を行っている HP 等が記載されている。

（２）音情報
　 音 情 報 に は、 ラ ジ オ や 動 画 が 挙 げ ら れ る。
TOKYO City Information は英語による情報提供を
行い、東京都公式動画チャンネルの「東京動画」は、
4 言語で防災情報を提供している。
　このように、目で見る情報以外に、聴く情報もあ
れば、外国人が情報を広く入手することが可能にな
る。また、漢字が読めなくても、音として聞く方が
理解しやすい人にとっては、情報が届く可能性が高
いツールと言える。

（３）情報収集や提供を支えるシステム
　これらの情報と、「人の安心感」を支えるのが各
システムである。
　北海道には、「災害時の情報集約・提供方法ガイ
ドライン」がある。これは、北海道交通運輸局と北
海道観光振興機構がコアとなり、関係各所から災
害や交通、避難所に関する情報取りまとめた上で、
各所へ発信するという情報一元化のシステムであ
る。各所は情報を受け取った後に、ウェブサイト、
SNS、アプリ等を通じて人々に情報を提供する。
　 ま た、 熊 本 の「 災 害 時 外 国 人 支 援 シ ス テ ム

（K-SAFE）」は、平常時に集約整理した外国人住基
データの、災害時の在住外国人避難想定支援への活
用や、災害支援情報メールの配信等を行うシステム
である。
　5.2. で述べた、「人による安心感」を支えるシス
テムの事例が、沖縄の「オンライン避難者登録フォー
ム」である。これは、避難所における外国人に関す
る情報収集を行うための電子フォームである。ボラ
ンティアや職員が、手持ちのスマートフォンやタブ
レットを使用して、外国人と直接やり取りをしなが
ら、支援に必要な情報を収集することができる。登
録項目には避難者区分（観光客か在住者か）、日本
語を話せるかどうか、宗教上や健康上配慮が必要な
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食事制限等がある。細かな情報を入手することで、
個人に沿った支援につなげることができ、外国人の
言語面や食事面等の不安を取り除くことができる。
また、直接話を聞くことで、外国人の不安な気持ち
をやわらげることができる。
6.2．各都市の情報収集、発信ツールに関する考察
　以上のように、各都市が情報発信・収集のための
各ツールを有している。とりわけ、目で見て得られ
る情報が圧倒的に多く、一般的な災害情報や避難所
情報のほか、交通情報へのリンクなど、個人が必要
とする情報へつなげる役割を果たすものもある。さ
らに、アナログツールは、事前の情報提供手段とし
ても有効であろう。
　目で見て得られる情報に加えて、音情報も提供さ
れることで、外国人が情報を広く入手することが可
能になる。
　さらに、北海道や熊本市の事例から、情報の一元
化や、情報の集約化により、災害時のスムーズな情
報提供が可能であることがわかる。

7．おわりに
　国内で自然災害が頻発する中で、災害への「備え」
はますます重要なものとなっている。こうした「備
え」に関し、URC 調査研究チームでは、災害時に
避難行動要援護者や要配慮者と位置付けられている
外国人に着目し、今年度の総合研究において災害時
の外国人支援の在り方について調査研究を行ってい
る。本稿は、そのための検討材料として、災害時の
外国人支援に関する福岡市及び他都市の施策と各種
ツールの整理を行った。
　国内や福岡市でも外国人が増えつつある中で、も
しも災害が発生した場合、困難を抱える人が多いこ
とは想像に難くない。一例に、外国人が災害時に日
本語で提供される情報の理解が難しいことや、災害
に対する不慣れ等が挙げられる。
　災害時の外国人支援に関し、福岡市及び各都市の

「地域防災計画」や関連の協定に共通するのは、多
言語による情報提供、関係各所との連携構築、そし
て、災害時支援センター設置による人の支援と安心
感の提供である。特に情報提供に関しては、近年の

技術革新を受けて多様なツールが存在しており、「目
で見て得る情報」、「音情報」の多言語による発信や

「システム」による情報整備等が行われ、外国人で
も災害に関する情報が得やすくなっているように見
える。しかし、果たして、それで支援は十分に足り
ているのであろうか。
　今後、福岡市において、どのような支援の在り方
が望まれるのであろうか。
　まず、情報の多言語化については、自動翻訳の精
度の強化や、日本語のみのツールの多言語化、言語
数を増やすこと、情報を翻訳するだけ（日本語の文
章をそのまま外国語に変換するだけ）にとどまらず、
外国人と日本人の考え方の違いにも配慮した情報の
発信が行われることが望ましい 12）。
　次に、連携については、聞き取り調査では、「平
常時から仕事上のやり取りで顔の見える関係にあ
る」「災害時を意識して通常の業務を行っている」
との意見も聞かれた。平常時から関係者間の連携が
構築されていることで、災害時のスムーズな対応に
つなげることができると考えられる。
　最後に、現在、多様なツールがあるものの、「い
かにツールを知ってもらい、活用してもらうか」は
大きな課題である。災害時のための特別なツールと
してではなく、平常時から使われるツールであるこ
とが重要であると言える。
　以上のような考察も含めて、今後、さらに分析を
深めたうえで、福岡市における災害時の望ましい外
国人支援の在り方について、総合研究の最終報告書
としてまとめていきたい。
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注釈
1）　 「災害対策基本法」第 34 条に基づき、中央防災

会議が「防災基本計画」を作成することが取り
決められている。これに基づき、指定行政機関
及び指定公共機関は「防災業務計画」、地方公
共団体は「地域防災計画」を作成することとなっ
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ている。
2）　 内閣府「避難勧告等に関するガイドライン（避

難行動・情報伝達編）」参照。
3）　 地震調査研究推進本部地震調査委員会（2007）、

p.7 参照。なお、地震調査研究推進本部は、阪神・
淡路大震災を契機に、地震防災対策特別措置法
に基づいた政府の特別な機関として 1995 年 7
月に設置された。

4）　 在住外国人は「福岡市住民基本台帳」、外国人
来訪者は法務省「出入国管理統計」の福岡空港
と博多港からの入国者数の合計である。

5）　 こうした背景もあり、2019 年 7 月に観光庁参
事官（外客受入担当）付外客安全対策室が発
足した。今後、各自治体の外国人向け情報提
供に関する調査や、関係者間の検討会を行う
予定とのことである（2019 年 9 月に聞き取り
調査を実施）。なお、2019 年 10 月 29 日に、第
1 回目の検討会が実施された（http://www.
mlit.go.jp/kankocho/category01_000104.html、
2019 年 11 月 13 日閲覧）。

6）　中村（2019a）。
7）　 総務省統計局「平成 30 年住宅・土地統計調査」

第 8-1 表。
8）　 （一社）熊本市国際交流振興事業団の八木氏へ

の聞き取り調査より（2019 年 7 月に実施）。
9）　2019 年 8 月に、札幌市へ聞き取り調査を実施。
10） 観光危機には、①自然災害・危機、②人的災害・

危機、③健康危機、④環境危機、⑤県外で発生
した災害・危機が想定されている。なお、沖縄
の観光危機管理については、中村（2019b）参照。

11） （一社）熊本市国際交流振興事業団の八木氏に
よれば、熊本地震の際、母国語での話しかけに
より、ようやく安心して話し出した外国人もい
た（2019 年 7 月に聞き取り調査を実施）。

12） （一財）ダイバーシティ研究所代表理事　田村
太郎氏への聞き取り調査より（2019 年 9 月に
実施）。
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